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はじめに

　人権は、人間が人間として生まれながらに、かつ、すべての人が平等に享有する権利である。

この意味において人権は概念としての普遍性を有する。現代は世界人権宣言や国際人権規約、

国連憲章といったヨーロッパ発祥の人権概念が多くの国々に受け入れられている。しかし一方

で、文化的多様性の重要性も認められている。それに呼応する動きとして、1993 年のバンコ

ク宣言やチュニス宣言の採択が挙げられ、ヨーロッパ以外の文化圏にも、アジア的人権やイス

ラム的人権、アフリカ的人権等、それぞれの文化に即した人権概念が存在すると、人権の文化

的多様性も主張されるようになってきている。

　このように、人権概念には普遍的な側面と文化相対的な側面が存在する。また、従来人権は
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一元的に国家が保障すべきものとされてきた。国内の憲法等において規定され、国家が保障す

るものとして考えられてきた。しかし、国家が人権を保障しない、人権侵害する側になるとい

う事態においては、国家に代わって国際社会が人権を保障することが求められている。ただ

し、国連を中心とする普遍的とされる人権概念はヨーロッパ起源のものがほとんどであるた

め、地域によってはうまく機能しない場合や、その土地に定着しない場合がある。なぜなら、

人権は伝統や文化、慣習と密接に結びついているためである 1）。また、その人がどう人間らし

く生きるかは、文化によって異なる。

　その齟齬を解消する試みの 1つとして、ヨーロッパほどキリスト教的な価値観に馴染み深い

とは言えないアフリカにおいて成立したバンジュール憲章が挙げられる。本稿では、地域機構

であるアフリカ統一機構（Organization of African Unity、以下 OAU。2000 年に African 

Union（以下 AU）に改組）が 1981 年に採択した「人及び人民の権利に関するアフリカ憲章

（African Charter on Human and Peoplesʼ Rights、以下バンジュール憲章）」の採択過程と、

OAUを取り囲んでいた当時の国際社会について考察し、また、アフリカの文脈で人権問題が

いかに捉えられ、いかに実現されようとしたのかについて分析を行う。このことは、異なる文

化的背景や経済的事情を持つ主体が併存する国際社会の中で、「人権」及び「人権の尊重」の

実現を目指す際の 1つのモデルとなるであろう。

　これまで人権の地域機構による保障に関する研究といえば、欧州連合（European Union、

以下 EU）の人権保障制度の分析等、ヨーロッパが中心であった。しかし、キリスト教的な価

値観に馴染みのあるヨーロッパと、それ以外の地域における保障メカニズムは異なる面も多く

存在すると推察される。加えて、国際機構による人権保障メカニズムにおける加盟国や NGO

等の行動者の行為を分析している先行研究はあるものの、それを普遍的な価値と文化相対的な

価値の調和という視点を含めて分析しているものは少ない。また、法制度は各々の社会に固有

の法、宗教、伝統等と密接に関わりながら生成される 2）。そのため、法制度単体ではなく、社

会全体という側面から考察することによって、生成の背景やその法制度の意義がより明らかに

なる。

　分析の際、その方法論として廣瀬和子の行動システム理論を用いる 3）。国際社会を国際共同

体という１つのシステムとして捉え 4）、廣瀬の行動システム理論を用いることによって、国際

社会の以下の 3つの側面をリベラリズムやリアリズムといった既存の国際関係理論よりも明確

に分析することが可能となるためである 5）。第一に、全体と個の関係を捉えることができる。

国際社会において行動者は、自身の利益のみならず、他国や国際社会全体との関わりも考慮に

入れて行動する。また、個の行動によって、国際社会全体の構造が変動することもある。つま

り、この理論では全体と個の関係を切っても切れないものとして把握する。第二に、複雑性を

捉えることができる。非国家主体と言われる行動者が強い影響力を持つようになってきた今日
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において、もはや国家間関係のみで国際社会を分析することはできない。実際には、政治シス

テムや経済システムなどの様々なシステムや、また、法や価値体系、理念に代表されるような

システム間を媒介するようなシステムが存在する。つまり、国際社会は複数のシステムと、そ

の相互連関によって構成される複雑システムであり、この理論を用いることでその特性を捉え

ることが可能になる。第三に、因果関係を含む相互連関関係を捉えることができる。システム

間の相互連関関係は、システムの変化は他の変化の原因になり結果になるということを意味す

る。全体と個の関係、また、システム間の関係を捉え、その相互連関関係から国際社会の変動

を把握することが可能となる。

　本稿ではバンジュール憲章の採択過程を通じて、複雑性と流動性を持つ国際社会とその中の

一主体としての OAUの関係を明らかにし、「人権の尊重」がいかに達成されようとしていた

のかを明らかにすることを目的とする。

第１章　方法論としての行動システム理論

　本章では、方法論とする廣瀬の行動システム理論について概説する。廣瀬の行動システム理

論では、行動者間のインプット・アウトプット関係である行動を分析の出発点に起き、それが

相互作用している行動者の集合をシステムとする 6）。この理論では、システムには、第一にシ

ステムの要素であるか判断する基準が存在すること、第二に集合を構成するメンバーの間に、

特定の相互連関が存在することの 2つの成立要件がある 7）。また、1つの行動原理で行動する

行動者の集合を単一システム、単一システムの集合を複雑システムと呼ぶ 8）。

　各システムは、それぞれ機能的必要を持つ。さらに、システムの機能的必要を満たすために、

システム分化が行われる。システム内で下位システムが分化し、その下位システムが相互連関

しつつ機能することによって上位システムの機能的必要を満たすのである。加えて、全体とし

ての上位システムと、個としての下位システムも相互連関関係にあり、各システムの構造が維

持されるためには、その機能的必要が達成されなければならない 9）。

　また、システムはその相互作用の過程を個々の行動者に分割することのできない 1つの単位

として把握される 10）。行動者は、上位のシステムからはその内部はブラックボックスとされ、

行動者自体を分析する際には行動者を単一のシステムとして捉える。この意味で何をシステム

とし、何を行動者とするかは相対的であり、研究目的による 11）。

　上述のように、廣瀬は行動を分析の出発点としている。行動システムは、利害行動、役割期

待行動、シンボル行動の 3つの行動と、それに対応するシステムに分けることができる 12）。

第一に、利害行動とは、行動者の利益または利害を達成することを目的とするものである。利

害行動の相互連関のシステムを利害システムと呼び、利害システムは「強者の理」のようなそ
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れ自身の論理か、役割システムやシンボル・システムの介入によってもたらされる均衡状態と

いう形で維持される 13）。

　第二に、役割期待行動と役割システムについてであるが、集団の中に存在する行動者は、行

動者自身の利害のみを動機として行動をするのではない。行動者が所属する全体としてのシス

テムの目標を達成するために期待される行動を役割期待行動といい、その相互連関関係を役割

システムと呼ぶ 14）。加えて、廣瀬は社会における行動者の相互連関について、直接的相互連

関と間接的相互連関の 2つを提示し、以下のようなものだとしている。直接的相互連関の社会

は、行動者の利害によって動機付けられた行為の総和であるとされ、この社会では利害システ

ムが強調される。対して、間接的相互連関の社会においては役割システムが強調され、社会全

体としての相互連関は行動者の基本的な関係の集積ではないとされる。間接的相互連関では、

相互連関過程ないし行動様式は社会的事実 15）であることが多く、行動者はそれに影響を受け

る 16）。

　直接的相互連関、間接的相互連関という型によって強調される側面の違いはあるが、現実社

会において個の論理である利害行動と、全体としての集団から期待される役割期待行動は相互

連関関係にある。では、いかに両者は連関するのか。そこで、行動システムの第三の要素とし

て、利害システムと役割システムを媒介する機能を持つシンボル・システムの存在が挙げられ

る。シンボルとは、法や価値観、道徳などを指す。そのシンボルによって統制された行動をシ

ンボル行動という。シンボルは、利害や役割といった実態としての現実からは切り離され、実

態を表示・伝達し、シンボル・システムという独自の体系を作る 17）。

　では、そのシンボル・システムは、いかに利害システムと役割システムと媒介するのか。廣

瀬は、社会の相互連関の型による違いとともに、社会化の過程と社会制御の過程の 2方向から

述べる。まず社会化の過程とは、利害システムから役割システムへの媒介過程を指す。直接的

相互連関をする社会では、各行動者の利害対立から直接システム全体の機能的必要が共通利益

として形成され、役割分化も自動的になされる。間接的相互連関の社会では、行動者の相互作

用が繰り返し行われた結果、その行動様式がシンボル・システムを形成するようになり、さら

にはそのシンボル・システムが行動者の間接的相互連関を媒介するようになる 18）。

　次に、役割システムから利害システムの媒介過程である社会制御では、役割期待が内面化さ

れ行動者の動機の一部となる必要がある。直接的相互連関においては、共通利益や役割期待は

行動者によって自明のものであるため、役割期待は必ずしも独立のシンボル・システムによっ

て保障される必要はない。対して、間接的相互連関の社会では、社会全体の利益や役割期待は

自明であるとは言えない。各行動者がその内容を知っているとは限らず、そのため役割期待は

各行動者に自動的に実現されるわけではない。そこで、役割期待の内容がシンボル・システム

によって表示される必要があるのである 19）。
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　ここで「共通利益」という言葉が出てきたが、それはいかなるものであろうか。共通利益は、

行動者間の直接的相互連関を通じて形成され、個別利益の総和として考えられるか、または個

別利益と全体の利益との間に直接の対応がつく集団全体の利益である。共通利益は、行動者の

直接の話し合いによる利害の調整によって形成される。一方、間接的相互連関の過程では一般

利益が形成される。一般利益は、全体の利益であるとみなされるものが必ずしも個別利益の総

和ではなく、また全体の利益と個別利益との間に直接の対応関係もないが、個々の行動者に全

体の利益として認知され、行動者の行動に影響を与えるものである 20）。

　共通利益や一般利益と並んで、「共同利益」という言葉が用いられることがある。現代の国

際社会を分析対象とする際には、共同利益が適切である。一般利益は、社会の個々の構成員の

利益とは区別される社会全体の抽象化された利益であり、何が一般利益であるかを決定するの

は厳正で公正なる第三者である。すなわち、一般利益は国家という枠内でのみ具体化すること

が可能な概念であり、超国家的機関の存在しない国際社会においては認められない 21）。また、

共通利益の「共通」という言葉は、ただ単に構成員に共通している利益という意味合いが強調

される。加えて、伝統的な国際関係、すなわち、以前の直接的相互連関の側面が強く、より関

係的であった国際社会は、自国の利益の追求に専念する国家で構成されており、必要に応じて

その時々に関係を確立するものであった 22）。つまり、場あたり的な関係であり、一度国家間

で構成された共通利益とされるものも一国の政策が変わってしまうと共通ではなくなってしま

う可能性がある。共通利益は、不安定で、恒久的ではなく、時間的にかなり限定されるもので

ある。一方、共同利益は、安定しており、ある程度恒久的な利益であると言える。現代の制度

化が進む国際社会においては、自己の利益ではないが、それが社会の一般的な利益であると認

められるということを当該利益が自国に直接関係しない国も認めることがある 23）。共同利益

は、自国の利益に優先されるべき性質のものであり、国際社会における共同利益の実現の試み

は、「人類の福祉および安寧」の達成という理念に基づく場合に国際公役務ともみなされ

る 24）。

　さらに、廣瀬はシンボル・システムの形成に着目して、単一社会と複合社会という分析概念

を挙げ、以下のように述べている。一般的なシンボル・システムが存在する社会を単一社会と

呼び、それが存在せず複数の部分シンボル・システムが並存する社会を複合社会と呼ぶ。単一

社会においては、上位のシンボル・システムが複数の下位のシンボル・システムを統一的に体

系づけている。そのため、1つの社会の中に多数の価値基準が存在しても、メンバーの正当性

根拠は一致しており複数の役割間においても統一的なシステムが形成される。ただし、すべて

の社会がそうであるとはいえない。複合社会においては、複数のシンボル・システムが存在す

る。複数のシンボル・システムが存在しそれらが統一的ではないということは、同一の社会内

であっても行動の際にメンバーが依拠する正当性根拠が異なり、また、都合に応じて任意の
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「正当性」を選択することも可能となるのである 25）。

第 2章　バンジュール憲章の採択

第 1節　バンジュール憲章採択の過程

　本稿が焦点を当てるバンジュール憲章の採択を行った OAUは、国際社会という場での人権

保障メカニズムにおいて「人権の尊重」という共同利益を持ち、利害システム、役割システム、

シンボル・システムの 3つの相互連関によってその行動を起こした。では、その相互連関はい

かなるものであろうか。この節では、それらについて行動システム理論による分析を試みる前

に、バンジュール憲章採択の過程について概説する。

　第二次大戦後の国際社会の大きな 1つの変化として、非植民地化の動きがある。1960 年は

「アフリカの年」とも言われ、17 か国のアフリカ諸国が独立を果たした。それらの国々は国連

にも加盟し、その勢いのままに同年 1960 年に植民地独立付与宣言（決議 1514（XV））が、

1962 年には経済的自決権ともいえる「天然資源に対する永久主権」の決議（決議 1803）が採

択された。かつて植民地支配の下にあった地域が、国際社会で多数を占める重要なメンバーと

なったのである。しかし、これらの新しく独立した発展途上国を待っていたのは、法的に植民

地主義支配から脱した後においても、依然として経済的には先進諸国に従属させられる、新植

民地主義支配であった。アフリカ諸国はその状況を打破すべく、植民地主義の後遺症である南

アフリカのアパルトヘイトに強く反対し、それまでの国際経済秩序に対抗して新国際経済秩序

（New International Economic Order, NIEO）の形成を国際社会に求めた。

　さらに、アフリカ諸国は、植民地主義、新植民地主義への対抗のため統一を試みる。1963

年 5 月に「アフリカ統一機構憲章（Charter of the Organization of African Unity）26）」が採

択され、アフリカ全体の地域機関である OAUが設立された。OAUは、「アフリカ諸国の統一

及び団結を促進すること」（憲章第 2条 a）を目指し、それによってアフリカ諸国の「主権、

領土保全及び独立を防衛すること」（憲章第 2条 c）、「アフリカからあらゆる形態の植民地主

義を根絶すること」（憲章第 2条 d）を、その主な目的とした。人権についても、OAU憲章で

は直接の規定こそされていないものの、無視していたわけではなかった。「国際連合憲章及び

世界人権宣言を十分に尊重して、国際協力を促進する」（第 2条 e）と人権に触れた規定を設

けている。

　このように OAU憲章では国連憲章と世界人権宣言の尊重について述べているが、実際に独

立後のアフリカ諸国において人権が十分に尊重されているかといえば、そうではなかった。ウ

ガンダのイディ・アミン（Idi Amin）政権 27）や中央アフリカのジャン＝ベデル・ボカッサ

（Jean-Bédel Bokassa）政権 28）などが行った残虐行為を含め、各所で人権侵害が行われてい
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るのが実情であった。しかし、OAUはそれらのアフリカ諸国内の人権侵害に対しては沈黙を

貫いていた。OAUには内政不干渉の原則（憲章第 3条 2）があり、国家の維持に固執し、そ

の結果紛争解決に向けて積極的に行動しなかったのである 29）。その一方でアパルトヘイト政

策を強く非難していた OAUは、ダブル・スタンダードという批判を受けることとなった 30）。

　このような状況の中で OAUがバンジュール憲章の採択にまで至ったのは、アフリカ大陸内

外の行動者、そして国連の働きかけが大きく影響している 31）。アフリカに地域的な人権保障

メカニズムをつくろうとする試みは、ナイジェリアの首都ラゴスで開催された国際法律家委員

会主催の「法の支配に関するアフリカ会議 32）」（1961 年 1 月）に端を発する。この会議の決議

において、アフリカ人権条約の制定が可能か否かについて研究を行うことがアフリカ政府に要

請された。その後も、国連主催の「アフリカに特に関連した地域人権委員会の設立に関するセ

ミナー 33）」（1969 年 9 月）や、「アフリカの法律手続きと個人に関するアフリカ法律家会

議 34）」（1971 年 4 月）等、複数の場においてアフリカ人権委員会の設立について合意が形成さ

れた。1973 年 10 月には国連の人権部会とタンザニア政府との共催で「アフリカの問題と必要

とに特に配慮し、人権を伸長するための新しい方法と手段を研究するセミナー」が開かれ、

OAUの主導で、アフリカの人権条約を準備する必要があり、人権を伸長し保護することを目

的としたアフリカ委員会の設立を目指し、そのために適当な措置をとることを求めた 1969 年

のセミナーの勧告に同意する旨の決定を行った 35）。さらに、1979 年 9 月 10 日から 11 日間に

かけて、国連主催でリベリアのモンロビアにおいて「アフリカに特に関連した地域的人権委員

会の設立に関するセミナー 36）」が開催された。ここではアフリカ人権委員会の構成と権限が

討議され、「全アフリカ人権委員会設立のためのモンロビア提案」が採択された。このモンロ

ビア提案で示された委員会の構成・権限については、その後バンジュール憲章制定時にモデル

として参考とされた 37）。この他にも、1978 年 8 月の「人権に関するフリータウン宣言」（アフ

リカ弁護士協会第 3回総会）や 1978 年にナイジェリアでの国連人権委員会の会議で地域的な

人権保障機構を作るために援助を与えることを国際連合に要請する決議が採られるなど、国際

社会においてアフリカにおける地域人権保障システムの設立への関心が高まってきたのである。

　国際社会のこのような時流を受けて、OAUは 1979 年 11 月 28 日から「人権と人民の権利

に関する憲章草案作成のための専門家委員会」を開く。ケバ・ムバイエ（Kéba Mbaye）を議

長としてセネガルの首都ダカールで開催されたこの委員会では、前文と本文 63 か条からなる

草案（ダカール草案）が作成された 38）。この時、のちに詳しく述べるように、当時セネガル

大統領であったレオポルド・セダール・サンゴール（Léopold Sédar Senghor）が、のちのバ

ンジュール草案の起草方針に影響を与える演説を行った。

　ダカール草案は、1980 年 6 月にガンビアのバンジュールで開催された OAUのアフリカの

法務大臣等を招いた閣僚会議において検討され、1980 年 6 月の第 1回の会合で草案の 11 か条
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が、1981 年 1 月の第 2回の会合で残りの条文の審議が行われ、新しく 4か条が付け加えられ

ることになり、バンジュール草案が完成する。これが 1981 年 6 月 27 日、ケニアの首都ナイロ

ビで開催された第 18 回 OAU国家・政府首脳会議でバンジュール憲章として採択されること

になった。

第 2節　バンジュール憲章の特徴─アフリカの特性と発展の権利─

　このような過程で採択されたバンジュール憲章は、前文と本文 68 か条から成る。バン

ジュール憲章の特徴として、第一に憲章全体を貫くアフリカ固有の歴史的社会的な特殊性の強

調、第二に第 3世代の人権とその他民主主義の確立に必要な人権の併置が挙げられる 39）。

　第一の特徴について、バンジュール憲章前文では「人及び人民の権利の概念に関する諸国の

考え方に影響を与え、それを特徴づける諸国の歴史的伝統の美点並びにアフリカ文明の価値を

考慮に入れ」ることを明記し、第 29 条 7 項では「寛容、対話及び協議の精神をもって、社会

の他の成員との関係において積極的にアフリカ文化の価値を保持しかつ強化すること」を個人

の義務と規定している。

　アフリカの伝統的な価値観では、個人はトーテムの原型すなわち共通の先祖または守護神に

支配された集団に溶け込んでいるとされる 40）。アフリカで生きることは個人であることの権

利を放棄することであり、それは他者との協調、生者と死者、自然環境と人々あるいはそれに

息吹を与える精神との安念と、平和に協力的にやっていくことを目的としている 41）。このこ

とをバンシュール憲章では「すべての個人は、自己の家族及び社会、国並びにその他の法的に

認められた共同体及び国際社会に対する義務を有する」（第 27 条 1 項）とし、「すべての個人は、

差別なくその同胞を尊重しかつ思いやり、並びに、相互の尊敬及び寛容を促進し、擁護しかつ

強化することをめざした関係を維持する義務を有」し（第 28 条）、「家族の調和ある発展を保

持し、家族の結合と尊敬のために努めること、及び、いかなる時にも両親を尊敬し、困窮の時

に両親を扶養すること」（第 29 条 1 項）、「自己の肉体的及び知的能力を提供することによって

国家社会に奉仕すること」（同 2項）、「社会及び国の連帯を、特にそれが脅かされたとき、保

持しかつ強化すること」（同 4項）、「自己の才能のすべてを尽くし、常に、また、すべての段

階において、アフリカの統一の促進及び達成に貢献すること」（同 8項）と定めている。

　また、アフリカ諸国がかつて長い期間植民地主義に苦しんできた共通の歴史を持っているこ

とを見過ごすことはできない。バンジュール憲章では、アフリカの植民地的な状況からの解放

への強い意欲が示されている。前文において「植民地主義、新植民地主義、アパルトヘイト、

シオニズムを撤廃し、かつ侵略的な外国の軍事基地及びあらゆる形態の差別」を除去し、「ア

フリカの完全な解放を達成すべき諸国の義務」について規定しており、これは OAU創設の目

的が反映されているものと推察される。
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　第二の特徴について、バンジュール憲章では、「人民の権利」として発展の権利とその他の

権利が定められている。「人民の権利」の中には、「すべての人民は、平等であ」り、「いかな

ることも人民が他の人民によって支配されることを正当化しない」とする人民の平等（第 19

条）、「すべての人民は、生存の権利を有」し、「疑う余地のない、かつ、譲りえない自決の権

利を有する」とし、「すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し、並びに自らが自由に

選んだ政策に従ってその経済的及び社会的発展を追求する」とした人民の自決の原則（第 20

条）、「すべての人民は、その富及び天然資源を自由に処分」し、「略奪が行われた場合には、

略奪された人民はその財産を合法的に取り戻し、かつ、十分な補償を受ける権利を有する」（2

項）とし、「締約国は、その人民がその国家資源から得られる利益を十分に享受しうるように、

あらゆる形態、特に国際的独占企業により行われる外国の経済的搾取を排除することを約束す

る」（5項）とした富及び天然資源に対する権利（第 21 条）、「すべての人民は、その自由及び

独自性を十分に尊重し、かつ人類の共同遺産を平等に享受して、経済的、社会的及び文化的に

発展する権利を有する」（1項）とし、「国は、個別的又は集団的に、発展の権利の行使を確保

する義務を有する」（2項）とする発展の権利（第 22 条）、「すべての人民は、国家及び国際の

平和と安全保障に対する権利を有」し、「国際連合憲章によって暗黙に確認され、かつ、アフ

リカ統一機構憲章によって再確認された連帯と友好関係の原則が、国家間の関係を支配する」

とした国家及び国際社会の平和と安全に対する権利（第 23 条 1 項）、「すべての人民は、その

発展に好ましい一般的に満足すべき環境に対する権利を有する」とする環境に対する権利（第

24 条）が定められている。

　この 2つの特徴は、バンジュール憲章の起草段階から読み取れる発展の権利の重視から生じ

ている。

　1979 年 11 月 28 日から 12 月 8 日の「人権と人民の権利に関する憲章草案を作成するための

専門家委員会」の開会の際、サンゴールが演説を行い、憲章の趣旨について説明した 42）。そ

の中で、彼は「人民の権利」が発展途上国であるアフリカにとって特に重要であり、それを構

成するものとして、「発展の権利、及び、国家の連帯が十分それに応えるべき必要のある他の

権利、すなわち、平和と安全の権利、健全な環境の権利、人類の共同遺産の公正な分配に参加

する権利、適正な国際経済秩序を享受する権利、最後に天然の富と資源に対する権利」を挙げ、

これらが強調されることを希望した 43）。また、サンゴールは、「すべての権利は発展の権利と

して記される。発展の権利は、すべての経済的、社会的、文化的権利、さらには市民的および

政治的権利を統合するからである」44）とし、発展とは生活の質の変化であり、単に経済的成

長だけを意味するものではないとしている 45）。

　サンゴールのこの主張は、彼自身がそれまで主張していたネグリチュードやアフリカ社会主

義から出てきたものである 46）。サンゴールにとってネグリチュードは、アフリカの文化的、
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経済的、社会的、政治的諸価値の総体であり、アフリカの社会主義を復元させるものであっ

た 47）。サンゴールのアフリカ社会主義は、個人主義的・物質主義的であるヨーロッパの社会

主義が行き詰まりつつあることを指摘し、そこに集団と生命とに基礎を置くアフリカ的価値を

注入して、そこから生まれる弁証法的に止揚された新しい人道的社会主義によってこれからの

社会をリードして行くべきであるという主張であった 48）。

　加えて、サンゴールはヨーロッパの社会は「個人の集まり」であるのに対して、アフリカの

社会は集団が個人に優越し、個人の活動や必要性よりも連帯を重視する49）社会であるとする。

この共同体主義がアフリカ社会主義の本質 50）であるとし、発展とは「共同体におけるすべて

の人の完全な発展を、共同体によって自由に選ばれた方法で実現すること」51）であるとした。

この意味でアフリカにおいて共同体と発展は不可分のものであり、共同体は発展のために必要

なものでもあった。それは個別の人間の発展についても例外ではない。サンゴールは、ヨー

ロッパにおいて人権は集団や団体に対して個人を守ることを可能にする武器と捉えられている

とし 52）、さらに、孤独と隔離をヨーロッパの自由の代償として挙げており、それによって他

者との関係によってのみなされる人格の成長が妨げられているとしていた 53）。これに対して

アフリカの共同体においては、人格の実現は個別性の追求ではなく、精神的な生活の探求によっ

てなされるものであるとしている 54）。

　バンジュール憲章で個人に課せられる義務の規定の制定についても、サンゴールは共同体や

精神的な発展と結びつける。「アフリカにおいては、個人の権利は、家族やその他の共同体が

各人に保障する権利の中に含まれている。アフリカの権利は儀礼の形をとり、家族や共同体に

対する義務と不可分である」55）とする。アフリカの共同体社会においては、「自己の可能性や

独自性の発展は社会の中で社会によってのみ、他者との結合によってのみ可能であり」、「その

ため自己の生活を強化するのみならず、他者の存在を実現することも人の義務である」56）と

している。

　サンゴールが述べた憲章の趣旨からも明らかなように、OAUは発展途上国の立場とアフリ

カ地域固有の価値観からアフリカにおける人権を導き出し、共同体への参加を通じての「人権

の尊重」を行おうとした。OAUはアフリカの共同体主義的な人権をバンジュール憲章によっ

て実現し、国際共同体の目的を達成しようとしたのである。

第 3章　国際的に容認された規範のバンジュール憲章への導入
─行動システム理論による分析─

　OAUのバンジュール憲章採択という行動は、「人権の尊重」を共同利益とする国際共同体

内のシステムの変化の過程で生じたものであると考えられる。では、OAUはいかに行動した
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のか、またその行動の場である国際共同体はいかなるものであったのか。このことについて行

動システム理論を用いて分析する。

第 1節　国際共同体における人権概念の変化

　国際共同体には、それ自身の目的ないし目標（＝機能的必要）がある 57）。これは国際共同

体を 1つの役割システムとして把握する場合の前提である 58）。本稿の分析対象の場合、「人権

の尊重」が国際共同体における共同利益と捉えられる。国際共同体をこの共同利益の達成を目

指す 1つの役割システムとする 59）。

　ただし、目的ないし目標を設定したからといって、それらは自動的に達成されるわけではな

く、それが達成されるように役割構造を法に代表されるシンボル・システムによって決める必

要がある 60）。役割構造が決定されると、実際これに基づいて行動者が行動した結果が、役割

構造によって期待され、目的の実現となっているかの評価を行う必要性がある。目標の達成に

貢献する構成要素は、その存在を保障され、システムは維持される。貢献しない構成要素は、

変化を余儀なくされ、これを通してシステムの変動が生ずる 61）。では、その評価はいかに行

われるのか。システムの評価のされ方には 2通りある。①システム間の相互連関やそれに基づ

く各位相の循環構造の中で、評価は相互に自動的に行われる。②もしくはこのシステムを構成

する国家や国際組織やサブナショナルな構成要素の意志や行動に焦点を当てて、主観的に、あ

るいは行動者の相互連関による総意によって評価・不評価が決まり、システムの維持・変動が

決まる 62）。

　バンジュール憲章採択の際の OAUの行動には、このどちらの要素もある。①の結果、それ

以前のシステムは不評価とされた。つまり、旧植民地国の独立という変化により、国際共同体

の目的を達成するに適わなくなったため 63）、それまでの人権と異なり国内のみならず国際共

同体全体で「第三世代の人権」も含めた「人権の尊重」という目的を実現するための協力関係

が必要になり、そのための行動指針を新たなシンボル・システムで示す必要があることを国際

共同体は自覚しつつあった。また、OAU自身もそれまでのシステムに不評価の判断をし（②）、

国際共同体の変化を受容し促進したのがバンジュール憲章の採択である。

　では、まず OAUが行動した国際共同体はいかなるものであったのか。本節では、行動シス

テム理論を用いてこの分析を行う。

　人権は、個人が、人類に属するという事実にのみ基づいて、すべての人が平等に持つ権利で

ある。国際社会を構成する諸行動者は、このような人権の重要性を否定していない。世界人権

宣言や国際人権規約、国連憲章といった人権保障の枠組みは、個別の国家の利益の擁護ないし

実現のためではなく、国際社会全体の理念の実現のために西洋非西洋を問わず受け入れられて

いる。今日の国際共同体において、「人権の尊重」は共同利益であることは疑いようがない。
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　過去数世紀から現在にわたって議論されているように、人権に関しては様々な意味が与えら

れているが、これは人権の内容を発展させてきた歴史的継続と変遷の過程を反映してい

る 64）。ユネスコの「人権と平和」部会の部会長をしていたカレル・ヴァサク（Karel Vasak）

が世界人権宣言採択 30 年を記念し 1977 年に講演を行い、そこでそれまでの人権を 2つに分け、

さらに新しい人権概念の導入の必要性を主張した。啓蒙時代に獲得された市民的自由権を指す

「第一世代の人権」、産業革命時代を象徴する政治的、社会的、経済的公平に関連する「第二世

代の人権」、そしてそれらに加えて「第三世代の人権」という新しいアプローチが必要になっ

てきていることを示した 65）。

　繰り返しになるが、第二次大戦後の国際社会における大きな変化の 1つとして、それまで植

民地として抑圧されてきた地域が次々に独立してきたことが挙げられる。そのような国々は発

展途上国として独立したものの、依然として植民地支配の影響が残っており、経済的にはずっ

と貧困状態が続いていた。そのような状況下で、人々が人間らしい生活を守ろうとする場合、

国際社会全体で協力しなければ、本当の意味での「人権の尊重」を達成することはできないと

して「第三世代の人権」が主張されるようになった。国際共同体において、「第一世代の人権」

と「第二世代の人権」のみでは、その機能的必要である「人権の尊重」を満たすには不十分で

あるとされた。つまり、それまでのシステムに不評価の判断が下され、システムの変化の必要

性が生じたことになる。

　「第三世代の人権」に属するものとしてヴァサクは「発展の権利」、「健康で調和のとれた環

境に対する権利」、「平和の権利」、「人類の共同遺産を所有する権利」を挙げている 66）。この

中でも「発展の権利」は、1972 年にセネガルのムバイエが、ストラスブールの人権国際研究

所において「人権としての発展の権利」の講演をした際に初めて人権として主張された。

　ムバイエは、「本当の意味での「発展」とは、生活水準の向上であり、各人がよりよく生き

ることでなければならない。そうした生活水準を図る要素となるのは、健康、食糧の消費と栄

養、教育、雇用と労働条件、住居、社会保障、衣服、余暇と自由である。これらを高めるため

には、経済成長だけでなく、社会的文化的な面での進歩が伴わなければならない。つまり、人

間的な広がりを与えることが必要である。発展することとは、量的にも、質的にも人の生活を

より良くすることである。」とし、経済発展なしには人権を享受できないとしたテヘラン宣言

の言葉を引用し、人権と発展の間には「相互に関わる弁証法的な過程が存在している」とし

た 67）。

　ムバイエのこの主張の背景には、国際社会の「発展」についての認識の変化がある。「発展」

といえば、当初は経済的な発展を示すものであった。第二次大戦後まもなく、発展途上国や貧

困にあえいでいる国々に対して国連を中心とする開発援助が行われた。しかし、いくら物質的

な経済援助をしても、依然として人々の生活は良くならず、人間らしい生活に結びつかない。
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そのため、開発援助においては単に物質的な面だけではなく、もっと精神的、文化的な側面を

も含めて援助しなければならないと開発援助の方向性が変化してきた 68）。

　1968 年に国際人権会議で採択された「テヘラン宣言」では、「経済的先進国と発展途上国と

の間の格差の拡大は、国際社会における人権の実現を妨げている」と指摘されている。「人権

及び基本的自由は不可分であるから、経済的、社会的及び文化的権利の享受なしには、市民的

及び政治的権利の完全な実現は不可能であ」り、「人権の実施における永続的な進歩の達成は、

経済的及び社会的発展に関する、健全で実行的な国内的及び国際的政策に依存する」としてい

る。

　こうした考え方は国連にも取り入れられ、1970 年に国連総会で採択された「第二次国連開

発の 10 年」の戦略は、「発展の究極の目標は、個人の福祉の持続的な進歩をもたらし、すべて

のものに利益を与えるものでなければならない。不当な特権、極端な富裕や社会的不正が存続

するなら、発展は、その基本的な目的を達成しえない」69）とし、1979 年の国連貿易開発会議

においてもヨハン・ガルトゥング（Johan Galtung）が、「発展とは人間性の発展を意味する

ものである」ことを述べ、経済的な発展は目的に向かっての手段であること、発展の目的はす

べての人間をいかに発展、向上させるかということを目指さなくてはならないとしてい

る 70）。また、1979 年 10 月に国連大学とハーグ国際法アカデミーの共催で開かれ、国際司法裁

判所の判事やルネ・ジャン・ドゥピュイ（R. J. Dupuy）等著名な国際法学者も参加した「国

際的レベルにおける発展の権利」のコロキアムでは、発展の権利は人間性を開花させるための

権利であり、そのために必要な人権を総括した総合的な権利であることを確認している 71）。

「発展」を、単なる物質的な面だけで捉えるのではなく、人間としての基本的なニーズをいか

に満たし、人間性をいかに開花させるかという捉え方の重要性が高まってきていたのである。

　そして 1986 年 12 月には、「発展の権利」を人権として認め、その内容を明らかにすること

を目的とした「発展の権利に関する宣言」が国連総会にいて採択されることになった（決議 

41 ／ 128）。「発展の権利に関する宣言」前文では、「発展とは、人民全体及びすべての個人が、

発展とそれがもたらす諸利益の公正な分配に、積極的かつ自由に、また有意義に参加すること

を基礎として、彼らの福祉の絶えざる増進をめざす、包括的な経済的、社会的、文化的及び政

治的過程である」とし、「とりわけ市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的権利の否認によっ

て生じている、発展並びに人間及び人民の完全な自己実現に対する重大な障害の存在を憂慮

し」、「すべての人権及び基本的自由は不可分かつ相互依存的であ」り、「発展を促進するため

には市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的権利の実施、促進及び保護に、同等の注意及

び緊急の配慮が払われなければならないこと、したがって、ある種の人権及び基本的自由の促

進、尊重及び享受は、他の人権及び基本的自由の否認を正当化することはできない」と表明し

ている。
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　このように、人権問題を考える上で国際社会の社会構造そのものの歪みを解決する必要性が

認識され、人が人として生きるための権利としての人権の創設を余儀なくされたのである。当

時の国際共同体は、新たに独立した旧植民地諸国がそのメンバーとなることでそれまでのシス

テムから変化した。発展途上国の実情とニーズが現実から抽出され、そしてそれは発展途上国

のみならず国際共同体全体に伝達され、それによって共同利益である「人権の尊重」の意味が

変化し、開発の概念や「第一世代の人権」「第二世代の人権」との関係で組織化され、「発展の

権利宣言」を含む新たなシンボルが誕生し、国際共同体の機能的必要の達成に向けて機能する

よう変化した時代であった 72）。

第 2節　アフリカにおいて受容された人権

　OAUのバンジュール憲章採択という行動は、「人権の尊重」を共同利益とする国際共同体

内のシステムの変化の過程で生じたものである。この節では、その OAUの行動に焦点を当て、

分析を行う 73）。

　OAUという行動者について、バンシュール憲章採択過程を考察するにあたっては、シンボル・

システムとしては OAUの設立根拠である OAU憲章、サンゴールの思想にも表れているアフ

リカの伝統的な人権概念が挙げられる。その他、世界人権宣言や国連人権条約といった国際共

同体レベルの人権条約も OAUの行動を構成するシンボル・システムの一部である。この国際

共同体レベルの人権条約は、間接的相互連関の結果社会化されたシンボルであろう。国際共同

体において人権保障に関する行動とその相互作用が繰り返し行われた結果、その行動様式がシ

ンボル・システムを形成する。間接的相互連関の社会では、そのような行動様式や相互作用は

社会的事実になっていることが多く、行動者はそれに影響を受けることになる。OAUも例外

ではなく、OAU憲章で国連憲章と世界人権宣言の尊重について言及し、間接的であれど人権

についての規定を持っていた。

　また、バンジュール憲章採択時には「発展の権利に関する宣言」こそ採択されていなかった

が、発展途上国の独立を皮切りにした国際共同体における発展ついての意識の変化（本章第１

節）もシンボルの社会化の過程にあった。発展を経済的な側面のみならず、人間としての基本

的なニーズをいかに満たし、人間性をいかに開花させるかを重視した発展の権利の考えは、発

展途上国としてのアフリカの立場と、アフリカの価値観を踏まえて人権の実現を目指すサン

ゴールの主張にも表れている。

　利害システムとしては、OAU憲章でも強調されその設立の目的となっているアフリカ諸国

の統一の促進、植民地主義及び新植民地主義への抵抗、アフリカ地域外からの干渉の回避、そ

れからアフリカの価値観に基づく自己主張 74）が挙げられる。加えて、欧米諸国からの援助の

獲得もその 1つである。
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　当時アメリカ大統領ジミー・カーター（Jimmy Carter）によって進められていた「人権外交」

と、ロメ協定に人権条項を挿入させようとした EC提案は、アフリカ諸国、特に人民の支持を

失い、対外援助に頼って辛うじて持ち堪えている人権侵害政権にとっては無視できるものでは

なかった 75）。カーター政権は、重大な人権侵害を行っている外国政府に対して、経済・軍事

援助を削減もしくは停止をする政策を展開した。1975年に修正された対外援助法第116条aは、

人権侵害国に対する二国間援助を禁止し、さらに「アフリカ開発銀行」も含む多数国間経済援

助については、財務長官が派遣されているアメリカ代表に対して人権侵害を行っている国家へ

の融資に反対するよう指示すべきであるとし、1977 年には全ての国際金融諸機構に対してこ

の規則が導入された 76）。

　EC閣僚理事会は、ロメ協定に基づいて行われた援助が人権侵害を行っている政府の人権侵

害の継続に利用されないように、1977 年に「ウガンダ指針（Uganda Guidelines）」を採択

し 77）、それに加えて「輸出所得安定化制度（Stabilization of Export Earnings）」での援助に

ついてもその悪用を阻止し、自国民の市民的・政治的権利を侵害している ACP（African, 

Caribbean and Pacific）諸国に対する援助の停止を制度化するため、第二次ロメ協定の中に

人権条項を入れることを提案した 78）。しかし、最終的に第二次ロメ協定では人権について言

及されることはなかった。OAUがモンロビアでの第 16 回国家・政府首脳会議において、ア

フリカにおける人及び人民の権利についての憲章草案を準備するため、できるだけ早く専門家

の会合を召集することを事務総長に要請する決定をしたためである 79）。この決定は、アフリ

カ諸国内で発生した人権問題をアフリカ内部で解決する意思があることを示すことになり、第

二次ロメ協定の中に人権条項を挿入する必要性を減退させたが、ECの提案が OAUのこの決

定に与えた影響もかなり大きかったであろう 80）。

　OAUも国際共同体全体の役割システムを意識している。このことは、前述のバンジュール

憲章の採択過程で国連などの動きから影響を受け、OAU自身も採択に向けての行動を起こし

てきたことからも明らかである。加えて、OAUの関心の変化からも役割システムの意識をみ

ることができる。前述したように、OAUは当初、植民地主義をアフリカから一掃するために

統一することを目的として設立された。そのため 1970 年代まで OAUの主たる人権の関心事

は植民地問題と南アフリカのアパルトヘイト政策であり、加盟国内の人権問題の解決について

消極的であった。例えば、1964 年のルワンダにおけるフツ族によるツチ族の虐殺及び 1972 年

から 1973 年のブルンジにおけるツチ族のフツ族の虐殺について、OAUは何も積極的な役割

を果たしていない 81）。しかし、ウガンダのアミン、中央アフリカのボカッサの残虐な行為は、

OAU加盟国の内政不干渉原則に固執する態度を変えていく 82）。

　例えば、1975 年にアミンを議長として第 12 回 OAU国家・政府首脳会議が開催されたが、

タンザニア、ザンビア、ボツワナの 3国はアミン政権による人権侵害を理由にこれを欠席し
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た 83）。また、タンザニアは 1979 年 4 月に自衛権の範囲を大幅に逸脱してウガンダに侵攻し、

その結果アミン政権を転覆させたが、このタンザニアの行動は同じく 1979 年 7 月にモンロビ

アで開催された第 16 回 OAU国家・政府首脳会議においても大きな批判はなかった。また、

同会議においてウガンダの新大統領ビナイザ（Godfrey L. Binaisa）は、加盟国内の人権侵害

に消極的な態度をとっていた OAUを批判し、OAUは赤道ギニアのマシアスや中央アフリカ

のボカッサによる残虐行為を非難すべきであると提言した 84）。

　仏語圏の中央アフリカのボカッサによる 1979 年の人権侵害についても、アフリカの変化が

見て取れる。仏語圏のアフリカ諸国はこのボカッサによる事態を重く見て、1979 年 5 月の第 6

回仏語圏アフリカ諸国首脳会議（Franco-African Conference of Heads of State and 

Government）においてその実態の調査を行うため、アフリカ人法律家で構成される国際調査

委員会を派遣することが決定された。OAUは結局、ボカッサの人権侵害について正式な非難

決議を採択することはなかったが、OAU加盟国においては人権尊重について関心の重心が移

行しつつあり、このこともバンジュール憲章採択の一要因となった 85）。

　この 3つのシステムが均衡して、OAUはバンジュール憲章の採択に至った。これは、当時

の国際社会共同体でその目的である「人権の尊重」という機能的必要を満たそうとした結果で

ある。OAUは利害システムを持ち、それを追求する行動者でもある。しかし、OAUの行動

は単純な利己的合理的な行動ではない。OAUも一定の条件や構造上の一定の与件すなわちす

でに存在していた社会的事実、つまり、それ以前から構築されていた「人権の尊重」を目的と

した国際共同体秩序や国連をはじめとした他の行動者の行動からも影響を受けている。内政不

干渉原則に固執していた OAUが、国際社会におけるアフリカの人権保障への関心の高まりを

見過ごさず、アフリカ内部の人権侵害にも無関心な態度ではなくなったという変化は、OAU

の利害行動のみでは説明ができない。OAUも社会的事実が存在する間接的相互連関の社会に

組み込まれ、その結果バンジュール憲章の採択に至った。

　また、国際共同体は複合社会である。複合社会においては複数のシンボル・システムが存在

し、またそれらは統一的ではないことがある 86）。OAUも国際共同体レベルの世界人権宣言や

国連人権規約等のシンボル・システムを取り入れている。ただし、OAU加盟国は発展途上国

という立場にあり、人権概念についてもヨーロッパ起源の人権概念のみならずアフリカ社会主

義的な人権概念に基づく「人権の尊重」を主張した。これは、他の行動者とは異なるシンボ

ル・システムに依拠してアフリカにおける「人権の尊重」を志向し共同利益の達成を目的とし

たものである。

　そのバンジュール憲章は、前述したようにアフリカの伝統的な価値観と発展途上国としての

立場を盛り込み、人権問題をアフリカ自身で解決する姿勢の表れでもあり、利害システムの達

成にも貢献している。つまり、OAUは、国際共同体の中で期待される役割行動をすでにシン
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ボル・システムによって伝達され、内面化しつつある「利己的な行動者」になりつつあったの

である 87）。

おわりに

　本稿では、「人権の尊重」を共同利益とする国際共同体において、OAUのバンジュール憲

章採択の行動の分析を行った。

　国際共同体は複雑であり変動する。それゆえ、国際共同体の実態を表示・伝達する働きを持

つシンボル・システムも変動し、また国際共同体を制御し組織化し直す。「人権の尊重」も例

外ではなく、変化してきたシンボル・システムである。初めに国家に抑圧されてきた人間が、

人間らしく生きるためにまず自由平等が求められ、その後自由平等だけでは済まない経済社会

的な人権問題が生じ、さらには人間性を開花させるための総括的な権利として、「発展の権利」

が求められるようになった。これらは、どれも人間が人間らしく生きるために必要となる土台

の提供であり、その意味で「人権の尊重」は共同利益であり続けている。

　OAUも様々なシステムから成り立つ複雑な行動者であって、システムとしてその内部を問

うことができる 88）。国際共同体におけるアフリカの人権保障への関心の高まりと国際共同体

の変化を考慮に入れ、その上でアフリカの共同体主義的な人権の実現によって、「人権の尊重」

に貢献をしようとした。バンジュール憲章というシンボル・システムは、OAUの利害と役割

を架橋し、矛盾ないし折り合いをつけた結果である。OAUは、自己の利益追求にのみ走るの

ではなく、また、所与の社会構造や制度の中で盲目的に求められる役割を遂行するのでもなく、

利害と役割の矛盾する 2 つの動機を併せ持ちながら、両者の間に折り合いをつけたのであ

る 89）。

　本稿では、バンジュール憲章の採択過程を通じて OAUと国際共同体の関係を全般的に分析

した。今後は、以下のようなより詳細な分析が必要である。

　国際共同体の下位システムとしての行動者について、OAUを主として取り上げたため本稿

では扱いきれなかったが、「第三世代の人権」は発展途上国側からの主張が多くあった。その

中には OAU加盟国も入っており、国際共同体、OAU、そしてその加盟国の相互連関関係も

今後考慮に入れて分析する必要がある。また本稿では、ネグリチュードやアフリカ社会主義に

ついて、バンジュール憲章の草案作成の過程からサンゴールの主張をメインに扱ったが、他に

もジュリウス・カンバラゲ・ニエレレ（Julius Kambarage Nyerere）などサンゴールとは異

なる視点でアフリカの社会主義を唱えた人物もいる。今後はアフリカの価値観についてもより

広範な分析を行い、アフリカにおける人権概念について考察を深める必要がある。

　また、バンジュール憲章それ自体やそれに関する発展についても今後動向を追っていく必要
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がある。バンジュール憲章の採択はアフリカにおける人権保障を促進させたことは疑いようが

ない。しかし、憲章が採択されたということそれだけでは、実際のアフリカの人々の苦悩は取

り除かれない。近年 AUは国際刑事裁判所に反発の姿勢を示し、それに伴ってアフリカ司法人

権裁判所の設立を決定するも未だに設置されていないなど、アフリカにおける人権保障の実施

には課題が多く残る。

　加えて、現代においてはさらにグローバリズムが進展しており、その中で多様性の確保の重

要性も認められている。本稿はアフリカの社会主義的な人権概念を取り上げたが、アジア的人

権やイスラム的人権などが主張され、人権の文化的多様性についても重みが増している。その

ような国際共同体においては、「人権の尊重」を達成する際、「文化的多様性の確保」について

も共同利益になり、シンボル・システム内の下位システムが機能連関する可能性がある。その

ため、行動システム理論を多元性を持つシンボル・システムの考察により適するものに改良を

試みる必要があると考える。
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An Analysis of the Process of adopting the Banjul Charter 
from the Perspective of a Theory of Systems and Actions: 
Acceptance and Coordination of International Norms by 

Regional Organizations

 This paper has three sections. The first section introduces Kazuko Hirose’s action system 

theory. She describes three different types of systems —the interest system, the role system, and 

the symbol system —enabling us to analyze international society as a complex system.

 In the second section, I discuss the process of the adoption and characteristics of the African 

Charter on Human and Peoples’ Rights (also known as the Banjul Charter). It emerged under the 

aegis of the Organization of African Unity (since replaced by the African Union).

In the third section, I analyze the relation between the international community as a whole and 

the OAU’s behavior with the use of Hirose’s theory.

 I treat a highly complex entity, the global community, as a single whole. In this paper, I focus 

on the change in the concept of human rights in this community. The Banjul Charter reflects this 

change and upholds African traditional values. At the end of this paper I prove that OAU was able 

to work out a compromise between the conflicting demands of self-interest and role expectations 

which were required from the whole.

(IGARASHI, Mika, Doctoral Program in International Relations, Graduate School of International Relations, 

Ritsumeikan University)


